
令和４年度埼玉県立坂戸高等学校 PTA・後援会  

臨 時 総 会 

 

 

日  時    令和４年１２月１０日（土） 受付 １３：３０〜   開会 １４：００〜 

会  場    坂戸高校 体育館 / 会議室 

 

 

  司  会   PTA副会長  【 松本 千絵 】  

 

 

 

 次   第  
 

 

 

１  開会の言葉      PTA副会長   【 柗本 久美子 】 

 

２  挨    拶     PTA会長     【 藤本 隆行 】  

後援会会長   【 長井 良憲 】 

学 校 長    【 井上 正明 】 

 

３  議    事 

 

（１）第１号議案    「PTA会則改訂について」  ・・・・・・ PTA会長 

①改訂の経緯 

②新理事選出方法の変更 

③PTA役員数の減員 

④専門委員会の統合 

⑤今後の運用 

 

（２）第２号議案   「冷暖房設備の更新について」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  本校事務長 

 

 

４ 閉会の言葉     PTA副会長         【 片野 千春 】 
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「 P T A会則改訂について 」 

 

１ 改訂の経緯 

   コロナ禍以降、学校行事だけでなく PTA活動の多くが中止や縮小を余儀なくされてきた。これを機に本校

PTA・後援会では、活動内容の見直し（スリム化）、P T A組織の在り方について、深く検討してきた。脱コロナ

に向けて、今後は P T A会員の誰もが、参加しやすい PTA活動・組織を目指し、より良いものにしていくことが

必要と考える。 

 

２  新理事選出方法の変更   

（令和４年度以前） 地区別選出 → （令和５年度以降） 仮クラス別選出 

地区別活動が皆無になり（坂高 PTAバザー中止）、役員を地区編成する必要がない。そこで、「地区別選

出」から「仮クラス別選出」に変更する。 

＊仮クラスとは、入学許可候補者説明会時（入学前）のホームルーム指導時のクラスを指す 

  

〜 選出の流れ 〜 

ア） 入学許可候補者説明会の仮クラスにて、各クラス４名役員候補者を選出する。 

イ） 各クラスの４名×９クラス＝計３６名のうち、３１名を役員候補者。残りの５名を補欠候補者とする。 

ウ） ３１名の役員候補者から、本部役員、専門委員会ごとに人数を割り振る。 

 

３  PTA役員数の減員（本部理事は補充する） 

   P T A活動縮小に伴い、P T A組織の縮小を図る。しかしながら、高 P連関係の活動については、縮小

の見込みはなく、コロナ以前の活動に戻りつつある。そのため、本部理事は、研究発表会等の役員派遣行

事に出張することが多く見込まれる。そこで、本部理事の負担軽減の為、本部理事は増員する。 

 

 

 

 

４  専門委員会の合併   ＊広報委員会は、単独のままとする。 

（１）１・２学年委員会＋３学年委員会 →  （新） 学年委員会   

（２）生徒指導委員会 ＋ 進路指導委員会 →  （新） 指導委員会 

 

委員会活動の見直しとスリム化がなされた。役員数減と専門委員会の活動内容を鑑みて、 上記の専門委

員会を統合する。よって、次年度以降の専門委員会は、広報委員会、学年委員会、指導委員会の３つの委

員会で編成される。 

 

５  今後の運用について 

 令和４年１２月１０日（土） 臨時総会  →  PTA会則の一部改正 

 令和５年 １月 ７日（土） 第４回 PTA後援会「本部会・専門委員会」 → 新理事選出の企画・準備 

３月１７日（金） 入学許可候補者説明会 → 新理事選出 

        ４月 １日（土）〜 （新）PTA会則の施行 

第１号議案 

 R４年度（今年） R５年度 R６年度 R７年度以降 

P役員総数 １１２名 １０４名 １００名 ９３名 
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（臨時総会資料）令和４年１２月１０日 

第２号議案 

 

冷房設備更新・追加に係る手続き進捗状況及び諸会費（冷房会計） 

値上げの可能性について 

 令和５年６月稼働に向けて、冷房設備の更新、追加（理科第２講義室及び調理室）の手続きを進めているとこ

ろです。 

※更新・追加については令和４年５月２８日のＰＴＡ・後援会総会で承認済み 

 

１ 手続きの進捗状況について 

・ 設計業務終了（９月３０日） 

・ 工事の入札が終了（１２月１日） 

・ リース会社と契約予定（令和５年１月） 

 ※１３年間（１５６か月）のリース契約を締結予定 

２ 資金計画について 

  １回目の支払い（頭金に相当）を、ＰＴＡ会計から２５０万円、後援会会計から８５０万円繰入れ、冷房会

計から１，５００万円（合計２，６００万円）とする予定。 

３ 今後の冷房会計（値上げの可能性）について 

  現時点での積算では、値上げの必要はないが、リース会社との契約次第では、冷房会計 の値上げの可能性

がある。仮に値上げが必要だとしても令和６年度から（令和５年５月の総会で議案提出）とする。 

（参考）過去５年の決算推移（ＰＴＡ会計、後援会会計、冷房会計） 

 

 

!"#決算推移
令和*年度
-見込01

令和2年度 令和3年度 令和元年度 平成27年度 平成38年度

収入総額 =>???>@AA ?>BCD>=A= E>=@=>?CF ?>AEG>?CF E>=C=>AGA ?>G@D>AE=
会費 @>?=B>=AA @>=CD>FAA @>=EB>AAA @>D@E>AAA @>=EC>FAA @>=??>FAA
繰越金 B>DDC>BEB @>EAA>CEF C>D?B>E=D @>GCF>ED@ C>DEF>B?= @>CEG>F@B
雑収入 @E B@ @E @C @C @B

支出総額 @>@AA>AAA C>B@?>@BB @>C@=>BEA B>A=?>A@E @>?AC>@G? B>G?@>FDA
差引総額 F>B??>@AA B>DDC>BEB @>EAA>CEF C>D?B>E=D @>GCF>ED@ C>DEF>B?=

RCFA万円UVF冷房更新[頭金]^_`

後援会決算推移
令和*年度
-見込01

令和2年度 令和3年度 令和元年度 平成27年度 平成38年度

収入総額 BA>B@G>?AA @=>EG@>@@? CD>GF@>E?= @G>=@=>=D= @C>AF@>GGC @C>@EB>@BE
会費 CC>EBA>BAA C@>A=E>DAA C@>@B?>CAA C@>E=G>EAA C@>CC@>?AA C@>@?D>FAA
繰越金 G?>?DG>GFB GF>BE=>=?D F>=AE>@BB =>GBD>GDG =>=CD>C?F =>D=B>?GF
雑収入 GBE F?>FF= G@B =>GA? G@? G@G

支出総額 CF>AAA>AAA CA>=CC>G=@ G@>E=B>?=D CE>A@C>FFB C@>DA@>DCG C@>F@F>A?G
差引総額 GF>B@G>?AA G?>?DG>GFB GF>BE=>==D F>=AE>@BB =>GBD>GDG =>=CD>C?F

R=FA万円UVF冷房更新[頭金]^_`

冷房会計決算推移
令和*年度
-見込01

令和2年度 令和3年度 令和元年度 平成27年度 平成38年度

収入総額 C?>EAF>DAA CG>B@C>BE? CA>D@D>EB? CG>@?E>DGA CA>=F@>EC? CA>GF=>=FD
会費 GG>DGE>AAA GC>GFG>AAA GC>C==>AAA GC>BEB>AAA GC>CCE>AAA GC>@AC>AAA
繰越金 GF>E=D>?DC =>?=G>@FG =>GFG>FBD =>BGC>=A= =>GC?>F@@ ?>@FE>??A
雑収入 GA= FAA>GGE FAA>AD= FAA>GAC FAA>ADB FAA>A=D

支出総額 F>=AA>AAA F>?BC>E?F GC>GF=>CDE G@>CCF>@EG GC>BBA>=GD GC>A@G>@CE
差引総額 CG>=AF>DAA GF>E=D>?DC =>?=G>@FG =>GFG>FBD =>BGC>=A= =>GC?>F@@

RG>FAA万円UVF冷房更新[頭金]^_`
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臨時総会資料 （2022.12.10） 

 

埼玉県立坂戸高等学校 「 ＰＴＡ会則 」（案） 

 

第１章  名称及び事務所 

第１条 本会は埼玉県立坂戸高等学校ＰＴＡと称し、事務所を同校内に置く。 

 

第２章  目的及び事業 

第２条 本会は学校と家庭の協力により、本校教育の充実振興を図ることを目的とする。 

第３条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

（１）学校と家庭との連絡に関する事項 

（２）教育上必要な調査、研究及び学校行事への協力に関する事項 

（３）社会教育の向上、地方文化の振興に関する事項 

（４）会員相互の修養、親睦を図るための事項 

（５）その他本会の目的達成のために必要な事項 

 

第３章  会  員 

第４条 本会の会員は、本校生徒の保護者及び本校職員とする。 

 

第４章  役  員 

第５条 本会に次の役員を置く。 

(１) 会長 １名 

会長は、本部理事の中から総会において選出する。会長は会を代表すると共に、会務を整理し、各種の会議を

開き、その議長となる。 

（２）副会長 若干名（教頭を含む。） 

副会長は、本部理事の中から総会において選出する。副会長は会長を補佐し、会長に不測の事態があるとき

は、これに代わる。 

（３）本部理事 

１学年役員候補者の中から選出する。(立候補はこれを拒まない) 会長、副会長ともに本部会を構成し、本会の

活動に必要な事項について、研究、立案審議する。 

（４）理事 

１学年役員候補者の中から選出する。理事会を構成し、本会の活動に必要な事項につき、研究、立案審議す

る。 

（５）監事 若干名 

監事は理事会において会員の中から推薦し、会計監査を行う。 

（６）幹事 若干名 

幹事は会長が委嘱する。幹事は庶務会計の事務を処理する。 

（７）顧問 若干名 

顧問は理事会において推薦する。顧問は会長の諮問に応える。 

（８）校内理事 

   校内理事は本校職員の中から別に選出する。 

第６条 本部理事及び理事以外の役員の任期は１年とする。ただし、再任を妨げない。また、本部理事及び理事の任

期は３年とする。    

 

第５章  会議及び会務の処理 

第７条 本会の会議は、総会、本部会、理事会、専門委員会とする。 

第８条 総会は年１回開き、必要に応じ臨時総会を開くことができる。総会は出席者の過半数をもって可決する。総会

に付議する事項は、次のとおりとする。 

（１）会則の制定、改廃に関する事項 

（２）予算、決算及び事業計画に関する事項 

（３）理事の選出に関する事項 

（４）その他重要な事項 

第９条 本部会はＰＴＡ会長・副会長・本部理事・各専門委員長・後援会で組織され、理事会はＰＴＡ会長をはじめとす

る、全理事と後援会で組織される。両会は必要に応じ随時開催し、次の事項につき企画・審議する。 
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（１）総会に提出する原案の作成 

（２）予算案、決算案及びその他の立案の認定 

（３）委任事項の決定（役員の選出を含む。） 

（４）その他必要な事項についての研究、企画、対外的事業への対応 

 

第６章    専門委員会 

第１１条 本会は、第３条の事業を円滑に推進するため、次の専門委員会を置き、各委員会は、本部役員から選出され

た理事で構成する。 

（１）広報委員会 

（２）学年委員会 

（３）指導委員会     

第１２条 各専門委員会の活動は、主に以下のとおりとする。 

（１）広報委員会は、ＰＴＡ・後援会の広報活動を行う。 

（２）学年委員会は、生徒の望ましい自己実現を目指して必要な調査研究を行い、本校教育の充実に寄与する。 

（３）指導委員会は、生徒指導分野と進路指導分野の活動がある。 

①生徒指導分野では、学校と協力し、安心安全な教育環境の整備及び生徒の健全育成に寄与する。 
②進路指導分野は、学校の進路指導に対する協力及び援助を行い、生徒の望ましい自己実現を目指して、進路

指導の充実に寄与する。 
第１３条 専門委員会についての細則は、理事会でこれを別に定める。 

 

第７章  会  計 

第１４条 本会の経費は、会費、その他の収入をもってこれに充てる。 

第１５条 会費は一家庭につき月額３００円とする。ただし、授業料等の減免を受けている者は、会費を免除することが

できる。また、会員に特別の事由がある時は、会長は理事会の承認を得て、会費等を免除することができる。

職員の会費は、月額２５０円とする。 

第１６条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

第１７条 本会は次の諸帳簿類を備える。 

（１）収入、支出簿 

（２）記録 

（３）その他必要な書類 

 

附   則 

第１８条 本会則は、昭和４６年４月９日から施行する。 

（１）昭和５２年 ５月３０日 一部改正 

（２）昭和５４年 ５月１７日 一部改正 

（３）昭和５５年 ５月 １日 一部改正 

（４）昭和５６年 ５月１９日 一部改正 

（５）昭和５９年 ５月１８日 一部改正 

（６）平成 ２年 ５月１９日 一部改正 

（７）平成 ４年 ５月１６日 一部改正 

（８）平成  ５年 ５月２２日 改正会則は、平成６年度入学生から適用する。 

（９）平成１６年  ５月１７日  一部改正 

（10）平成１７年 ５月１５日 一部改正    平成１７年４月１日から適用する。 

（11）平成２０年 ５月３１日 一部改正    平成２０年４月１日から適用する。 

（12）平成２１年 ５月３０日 一部改正    平成２１年４月１日から適用する。 

（13）平成２２年 ５月２９日 一部改正    平成２２年４月１日から適用する。 

（14）平成２８年 ５月２８日 一部改正    平成２８年４月１日から適用する。 

（15）平成２９年 ５月２７日 一部改正   平成２９年４月１日から適用する。 

（16）令和３年度 ５月２９日 一部改正  令和４年４月１日から適用する。 

（17）令和４年度 １２月１０日（臨時総会）一部改正  令和５年４月１日から適用する。 
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埼玉県立坂戸高等学校ＰＴＡ 「 専門委員会細則 」 
 

１ ＰＴＡ会則第１３条に基づき、細則を次のとおり定める。 

 

    第１章  広報委員会 

２ 広報委員会は、ＰＴＡだよりの発行、その他必要な広報活動を行う。 

３ 広報委員会は、役員候補者の中から選出し、委員長は委員の互選による。委員長は、会議を召集し、その議長とな

る。  

 

    第２章  学年委員会 

４ 学年委員会は、該当学年の生徒に関する諸問題及び学年行事、その他必要事項について話し合い理解を深め

る。 

５ 学年委員会は、役員候補者の中から選出し、委員長は委員の互選による。委員長は、会議を召集し、その議長とな

る。 

 

    第３章  指導委員会 

６ 指導委員会は、教育環境の整備及び生徒の健全育成のために、必要事項について話し合い理解を深める。 

７ 指導委員会は、生徒の進路についての諸問題、その他必要事項について話し合い理解を深める。 

８ 指導委員会は、役員候補者の中から選出し、委員長は委員の互選による。委員長は、会議を召集し、その議長とな

る。 

 

 

        附  則 

 

１ この細則は、昭和５７年５月１９日から実施する。 

２ 一部改正    平成 ２年５月１９日 

３ 一部改正    平成 ９年５月１７日 

４ 一部改正    平成２８年５月２８日 

５ 一部改正   平成２９年５月２７日 

６ 一部改正   令和 ４年１２月１０日（臨時総会） 

6



 

埼玉県立坂戸高等学校 「 後援会会則 」 
 

第１章  名称と事務所 

第１条 本会は埼玉県立坂戸高等学校後援会と称し、事務所を同校内に置く。 

 

第２章  目的と事業 

第２条 本会は埼玉県立坂戸高等学校の教育の充実、振興に寄与することを目的とする。 

第３条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。 

  （１）生徒奨学に対する協力 

  （２）その他本会の目的達成に必要な事業 

 

第３章  会 員 

第４条 本会の会員は次のとおりとする。 

  （１）会員は本校生徒の保護者とする。 

  （２）特別会員は本会の趣旨に賛同する者で、総会の承認を得た者とする。 

 

第４章  役 員 

第５条 本会は次の役員を置く。 

  （１）会長  １名   （２）副会長   若干名  （３）理事  若干名 

  （４）監事 若干名   （５）幹事    若干名  （６）顧問  若干名 

第６条 本会役員の任務は次のとおりとする。 

  （１）会長は会務を整理し、各種の会議を開き、その議長となる。 

  （２）副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。 

  （３）理事は理事会において予算案の審議、各種事業の企画等について協議する。 

  （４）幹事は常時学校と連絡をし、会務を処理する。 

  （５）監事は本会の会計を監査する。 

  （６）顧問は会長の諮問に応える。 

第７条 本会の役員選出方法は次のとおりとする。 

  （１）副会長は、総会においてＰＴＡ会長を含む若干名を選出する。会長は、副会長による互選で選出し、ＰＴＡ会長

を兼ねないものとし、総会に報告するものとする。 

  （２）幹事は、会長が委嘱する。ただし、ＰＴＡ幹事が兼ねるものとする。 

  （３）監事は、理事会において会員の中から推薦する。ただし、ＰＴＡ監事が兼ねるものとする。 

  （４）顧問は、理事会において推薦する。 

第８条 本会役員の任期は１年とする。ただし、再任を妨げない。 

 

第５章  会  議 

第９条 本会に総会及び理事会を設ける。 

第１０条 総会は毎年１回開催し、予算、決算その他の議案について議決する。ただし、議案は、総会出席会員の過半

数をもって可決する。必要に応じ臨時総会を開くことができる。 

第１１条 理事会は必要に応じ随時開催して事業の執行について協議する。 

 

第６章  会  計 

 

第１２条 本会の経費は会費、その他の収入をもってこれに充てる。 

第１３条 会員は、生徒一人当たり月額１，９００円とする。ただし、授業料等の減免を受けている者は、会費を免除する

ことができる。また、会長は理事会の承認を得て、会費等を減免することができる。 

２ 前２項の規定にかかわらず、特別会員の会費は、徴収しない。 

第１４条 本会の会計年度は毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

 

第７章  附  則 

第１５条 本会は次の帳簿類を備える。 

（１）収入簿   （２）支出簿 （３）記録簿 （４）証票書類 

 

第１６条 本会に事務処理のため有給書記を置くことができる。 

第１７条 本会則は昭和４６年４月３０日から施行する。 
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（１）昭和４９年 ４月 １日 一部改正 

（２）昭和５２年 ５月３０日 一部改正 

（３）昭和５５年 ５月 １日 一部改正 

（４）昭和５６年 ５月１９日 一部改正 

（５）昭和５９年 ５月１８日 一部改正 

（６）平成 ５年 ５月２２日 改正会則は、平成６年度入学生から適用する。 

（７）平成 ７年 ５月２０日 一部改正 

（８）平成 ８年 ５月１８日 施設拡充期成会解散に伴い、一部改正、平成９年度から適用する。 

（９）平成１７年 ５月１５日 一部改正 平成１７年４月１日から適用する。 

（10）平成２０年５月３１日  一部改正 平成２０年４月１日から適用する。 

（11）平成２２年５月２９日  一部改正 平成２２年４月１日から適用する。 

（12）平成２９年５月２７日 一部改正 平成２９年４月１日から適用する。 
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ＰＴＡ・後援会 「 会 計 規 程 」 

 

第１条 この規程は、埼玉県立坂戸高等学校ＰＴＡ後援会の会計に関し必要な事項を定める ことを目的とする。 

第２条 会長は本会の会計につき責任を負う。 

第３条 本会の経理は総会で議決された予算に基づいて行わなければならない。 

第４条 会長はＰＴＡ、後援会のそれぞれの総会の承認を得て、予算執行の権限の全部又は 一部を校長に委任す

ることができる。 

第５条 本会の会計事務を処理するため会計幹事を置く。会計幹事は会長が委嘱する。会計 幹事に学校職員を充

てようとするときは、あらかじめ校長の承認を得て、会長がこれを委嘱し、予算執行事務及び現金出納事務を

担当する。 

第６条  予算執行事務は、歳入の調定、支出伺の作成その他予算の執行とし、現金出納事務 は歳入調定書、支

出伺に基づく現金の出納、資金の保管及び帳簿その他証票類の整理保存を含むものとする。 

第７条 本会に次の帳簿を備える。 

（１）予算書 （２）現金出納簿  （３）備品出納簿  （４）図書台帳  （５）会計徴収簿 

第８条 会計幹事（現金出納事務担当者）は会費の納入を受けたときは、その都度関係帳簿 に記帳整理し、領収書

を相手方に交付しなければならない。会費以外の現金の出納に当たっては、あらかじめ会長の承認を受けるも

のとし、その収納手続きは前項と同様とする。 

第９条 会計幹事（現金出納事務担当者）はその収納した現金を即日または翌日指定された 金融機関に預入しな

ければならない。ただし、その現金が少額の場合は取りまとめて払い込むことができる。 

第１０条 預金通帳の名義は会長とする。ただし、会長の承認を得て校長とすることができる。 

第１１条 会長は現金出納簿と預金通帳を毎月１回検閲しなければならない。ただし、校長が代行することができる。 

２ 前項の検閲を終了したときは現金出納簿に捺印するものとする。 

３ 学校職員を会計幹事に充てる場合には、事務長は毎月１回以上帳簿の検閲を行うものとする。 

第１２条 会計幹事（現金出納事務担当者）は支払いに当たっては、支出伺に基づいて債務を確認した上、正当な請

求により現金を支払い必ず領収書を徴しなければならない。ただし、口座振替等の方法により支払った債務

については、銀行等の領収書をもって替えることがで きる。 

第１３条 会長は、年１回以上会計監査を受けなければならない。ただし、会計監査の求めがあった場合は随時監査

を受けるものとする。 

           

附  則 

第１４条 本規程は、昭和４６年４月９日から施行する。ただし、後援会は４月３０日から施行する。 

       昭和５９年５月１８日 一部改正 

 

 

埼玉県立坂戸高等学校ＰＴＡ慶弔規程 

 

 項   目 金   額 

 

 

弔 

 

事 

 

死 

 

亡 

１ 生徒 ２０，０００円及び花環 

２ 生徒の両親又は保護者 ２０，０００円及び花環 

３ 職員 ２０，０００円及び花環 

４ 職員の配偶者 １０，０００円及び花環 

５ 職員の一親等 １０，０００円及び花環 

そ の 他 災害、疾病などの場合は、その都度考慮する。 

 

平成１８年４月１日から施行する。 
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埼玉県立坂戸高等学校後援会大会派遣費支出規程 

 

第１条 この規程は生徒の対外試合及びこれに準ずる文化的諸行事で、関東大会以上の公式 大会に参加するため

に要する経費の支出基準を定めることを目的とする。 

第２条 対象となる人員は、エントリー人数及び補助員とする。 

第３条 経費補助の範囲は次のとおりとする。 

（１）一大会参加に必要な最少日数について、参加費・登録費・保険料等の所定の納入金、  交通費（機材運搬費

を含む）、宿泊費、激励費とする。 

（２）上記の金額の支出については、その都度審議する。 

第４条 高体連・高文連以外の団体主催の場合は、その都度審議する。 

第５条 請求手続きは所定の申込用紙に必要事項を記入し、校長に請求する。 

第６条 この規程は平成１２年５月１９日から実施する。 

 

附則 

 

冷房費会計及び使用期間等について 

 

１ 冷房費会計の収入は次のとおりとする。 

（１）冷房費は、生徒１人当たり月額１，０００円とし、授業料等の引き落としと合わせて徴収する。なお、授業料等の減

免を受けている者は、会費を免除することができる。 

（２）ただし、今後エネルギー単価が大幅に変動した場合は、冷房費の見直しをする。 

（３）設計監理費及び設置工事費の財源は、ＰＴＡ会計及び後援会会計からの繰入金をもってこれに充てる。 

    

２ 冷房費会計の支出は次のとおりとする。 

（１）冷房機器リース料 

（２）冷房運転経費 

（３）維持管理費 

（４）設計監理費 

（５）設置工事費 

 

３ 冷房の使用期間等について 

原則として、６月１日から９月３０日までとする。ただし、校長が必要と認めるときは上記以外の期間においても使用

することができる。 

 

 

   平成２０年５月３１日 施行 

   平成２７年５月２３日 一部改正 平成２７年４月１日から適用する。 
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